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四
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規
模
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売
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地
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
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見
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概
要

（
商

工
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画

課
）

五

道
路
の
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の
変
更

（
道

路

整

備

課
）

六

道
路
の
供
用
開
始

（
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）

七

道
路
の
位
置
の
指
定

（
建

築

住

宅

課
）

八

島
根
県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
等
の
一
部
改
正

（
会

計

課
）

八

公

告
平
成
十
四
年
度
島
根
県
家
畜
人
工
授
精
師
養
成
講
習
会
（
家

畜
人
工
授
精
に
関
す
る
講
習
会
）
修
業
試
験
の
合
格
者

（
畜

産

振

興

課
）

九

公
安
規
則

島
根
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

九

正

誤
平
成
十
三
年
九
月
二
十
日
付
け
島
根
県
報
号
外
第
八
五
号
中

（
土
地
資
源
対
策
課
）
一
二

平
成
十
四
年
九
月
二
十
日
付
け
島
根
県
報
号
外
第
九
七
号
中

（

〃

）
一
二

公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し

◇
島
根
県
立
大
学
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
一
一
号
）

一

規
則
の
概
要

1

大
学
に
、
大
学
院
を
次
の
と
お
り
置
く
こ
と
と
し
た
。（
第
二
条
の
二
関
係
）

2

大
学
院
の
修
業
年
限
は
、
博
士
課
程
（
前
期
）
及
び
修
士
課
程
に
お
い
て
は
二
年
、
博
士

課
程
（
後
期
）
に
お
い
て
は
三
年
と
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
二
条
の
二
関
係
）

3

大
学
に
置
く
職
員
に
、
研
究
科
長
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。（
第
三
条
関
係
）

4

評
議
会
の
評
議
員
に
、
研
究
科
長
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。（
第
七
条
関
係
）

二

施
行
期
日

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
補
助
金
等
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
一
二
号
）

一

規
則
の
概
要

1

規
則
の
適
用
対
象
と
す
る
負
担
金
の
範
囲
を
改
正
す
る
こ
と
と
し
た
。（
別
表
関
係
）

2

そ
の
他
規
定
の
整
理

二

施
行
期
日

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
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◇
租
税
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
優
良
住
宅
認
定
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規

則
第
一
三
号
）

一

規
則
の
概
要

租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
規
定
の
整
理
（
第
一
条－

第
三
条

様
式
第
一
号

様
式
第
二
号
関
係
）

二

施
行
期
日

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
島
根
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
一
四
号
）

一

規
則
の
概
要

島
根
県
中
山
間
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
施
行
に
伴
い
、
証
紙
に
よ
る
収
入
に
加
え

る
こ
と
と
し
た
。（
別
表
第
一
関
係
）

二

施
行
期
日

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

規

則

島
根
県
立
大
学
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
十
一
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
規
則
第
十
一
号

島
根
県
立
大
学
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

島
根
県
立
大
学
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
島
根
県
規
則
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
大
学
」
の
下
に
「
（
大
学
院
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を

加
え
る
。

（
大
学
院
）

第
二
条
の
二

大
学
に
、
大
学
院
を
次
の
表
の
と
お
り
置
く
。

2

大
学
院
の
修
業
年
限
は
、
博
士
課
程
（
前
期
）
及
び
修
士
課
程
に
お
い
て
は
二
年
、
博
士
課
程
（
後

期
）
に
お
い
て
は
三
年
と
す
る
。

第
三
条
中
「
学
部
長
」
の
下
に
「
、
研
究
科
長
」
を
加
え
る
。

第
四
条
中
第
九
項
を
第
十
項
と
し
、
第
三
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
項
の
次

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3

研
究
科
長
は
、
研
究
科
に
関
す
る
校
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
七
条
第
二
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

研
究
科
長

第
七
条
第
三
項
中
「
前
項
第
六
号
」
を
「
前
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
四
号
中
「
及
び
」

を
「
、
研
究
科
そ
の
他
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

補
助
金
等
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
十
一
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
規
則
第
十
二
号

補
助
金
等
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

補
助
金
等
交
付
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
島
根
県
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
中
「
特
別
の
定
」
を
「
特
別
の
定
め
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
異
る
」
を
「
異
な
る
」
に
改
め
る
。
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第
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
法
令
の
定
」
を
「
法
令
の
定
め
」
に
、
「
基
く
」
を
「
基
づ
く
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速

や
か
に
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、
「
す
で
に
」
を
「
既

に
」
に
、
「
取
消
す
」
を
「
取
り
消
す
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
基
く
」
を
「
基
づ
く
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
取
消
し
た
」
を
「
取
り
消
し
た
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
取
消
し
た
」
を
「
取
り
消
し
た
」
に
、
「
す
で
に
」
を
「
既
に
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
す
で
に
」
を
「
既
に
」
に
、
「
こ
え
る
」
を
「
超
え
る
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
こ
え
る
」
を
「
超
え
る
」
に
改
め
る
。

別
表
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上

げ
、
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

知
的
障
害
者
保
護
費
負
担
金

別
表
中
第
十
二
号
を
削
り
、
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
四
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
を
一
号

ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

1

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
交
付
さ
れ
た
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
補
助
金
等
交
付
規
則
別
表
第

一
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
負
担
金
に
つ
い
て
は
、
同
日
以
後
も
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
補

助
金
等
交
付
規
則
第
十
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

租
税
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
優
良
住
宅
認
定
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
十
一
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
規
則
第
十
三
号

租
税
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
優
良
住
宅
認
定
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

租
税
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
優
良
住
宅
認
定
事
務
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
島
根
県
規
則
第
五

十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
一
号
ニ
及
び
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
一
号
ニ
」
を

「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
二
号
ニ
及
び
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
二
号
ニ
」
に
改
め
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条
中
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
一
号
ニ
又
は
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十

一
号
ニ
」
を
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
二
号
ニ
又
は
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
二
号
ニ
」
に

改
め
る
。

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
中
「第

31条
の
2
第
2
項
第
11号
ニ

」
を
「第

31条
の
2
第
2
項
第
12

号
ニ

」
に
、
「第

62条
の
3
第
4
項
第
11号
ニ

」
を
「第

62条
の
3
第
4
項
第
12号
ニ

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

島
根
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
十
一
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
規
則
第
十
四
号

島
根
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

島
根
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
島
根
県
規
則
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
項
中
第
三
十
一
号
を
第
三
十
二
号
と
し
、
第
十
八
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
十
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
八

島
根
県
中
山
間
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
十
四
年
島
根
県
条
例
第
六
十
一
号
）
に
基

づ
く
手
数
料

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
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島
根
県
告
示
第
二
百
七
号

就
農
用
農
地
取
得
利
子
補
給
金
交
付
要
綱
（
平
成
九
年
島
根
県
告
示
第
六
百
十
二
号
）
は
廃
止
し
、
平

成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
十
一
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
二
百
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
理
事
長
か
ら
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
つ
い
て
認
可
の
申
請
が
あ
り
、
同
条
第
九
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
の
結
果
、
土
地
改
良
事
業
計
画
を
適
当
と

決
定
し
た
か
ら
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
十
一
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
二
百
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
理
事
長
か
ら
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
つ
い
て
認
可
の
申
請
が
あ
り
、
同
条
第
九
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
の
結
果
、
土
地
改
良
事
業
計
画
を
適
当
と

決
定
し
た
か
ら
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
十
一
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
二
百
十
号

次
の
保
安
林
を
解
除
予
定
保
安
林
と
し
た
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
十
一
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

那
賀
郡
金
城
町
大
字
小
国
イ
八
六
一
の
一
八

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

島
根
県
告
示
第
二
百
十
一
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
公
有
水
面
埋
立
て
を
竣
功
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
十
一
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

竣
功
認
可
の
年
月
日

平
成
十
五
年
二
月
二
十
七
日

二

竣
功
認
可
を
受
け
た
者

平成15年 3 月11日 第1,451号島 根 県 報

事
業
主
体
名

事

業

名

縦
覧
に
供
す
る

書
類
の
名
称

縦
覧
の
期
間

縦
覧
の
場

所

能
義
郡
伯
太

町
土
地
改
良

区

原
代
地
区
用
排
水
施
設
事
業

（
が
ん
ば
る
島
根
農
林
総
合
事

業
・・
小
規
模
土
地
基
盤
整
備
事

業
）

土
地
改
良
事
業

計
画
書
の
写
し

告
示
の
日
か
ら

二
十
一
日
間

伯
太
町
役

場

事
業
主
体
名

事

業

名

縦
覧
に
供
す
る

書
類
の
名
称

縦
覧
の
期
間

縦
覧
の
場

所

能
義
郡
伯
太

町
土
地
改
良

区

宇
丹
波
下
地
区
用
排
水
施
設
事

業
（
が
ん
ば
る
島
根
農
林
総
合

事
業
・・
小
規
模
土
地
基
盤
整
備

事
業
）

土
地
改
良
事
業

計
画
書
の
写
し

告
示
の
日
か
ら

二
十
一
日
間

伯
太
町
役

場



（ 5 ）

松
江
市
殿
町
一
番
地

島
根
県

代
表
者

島
根
県
知
事

澄
田
信
義

三

埋
立
区
域
の
位
置
、
区
域
及
び
面
積

（ ）1

位
置

隠
岐
郡
西
郷
町
大
字
下
西
一
七
〇
五
番
地
一
、
一
七
〇
六
番
地
一
、
一
七
〇
六
番
地
三
、
一
七
〇

六
番
地
七
、
一
七
〇
七
番
地
二
及
び
一
七
一
〇
番
地
二
地
先
の
公
有
水
面

（ ）2

区
域

次
の
各
地
点
の
う
ち
、
①
の
地
点
か
ら
〇28
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
、
及
び
①
の
地
点
と

〇28
の
地
点
を
結
ぶ
春
分
秋
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
Ｌ
＋
〇

四
一
〇
ｍ
に
よ
り
決
定
）
に
お
け
る
公
有

水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
。

①
の
地
点

西
郷
漁
港
沖
防
波
堤

南
灯
台
（
北
緯
三
六
度
一
一
分
四
九
秒
、
東
経
一
三
三
度
二
〇

分
〇
七
秒
二
八
）
か
ら
二
七
六
度
一
八
分
一
六
秒
、
一
、
九
九
一

八
六
ｍ
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
一
二
一
度
〇
九
分
四
七
秒
、
〇

五
九
ｍ
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
九
六
度
一
九
分
一
八
秒
、
七

〇
二
ｍ
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
一
八
六
度
二
一
分
四
五
秒
、
一
一

五
六
ｍ
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
一
九
一
度
二
〇
分
三
〇
秒
、
五

三
二
ｍ
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
二
〇
〇
度
二
九
分
二
〇
秒
、
五

二
九
ｍ
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
二
一
〇
度
〇
七
分
一
一
秒
、
五

三
五
ｍ
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
二
一
九
度
二
三
分
〇
〇
秒
、
五

二
三
ｍ
の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら
二
二
四
度
二
一
分
一
三
秒
、
三
八

二
三
ｍ
の
地
点

〇10
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら
二
三
三
度
二
三
分
二
四
秒
、
二
三

九
一
ｍ
の
地
点

〇11
の
地
点

〇10
の
地
点
か
ら
一
五
八
度
四
六
分
一
五
秒
、
一

九
五
ｍ
の
地
点

〇12
の
地
点

〇11
の
地
点
か
ら
一
八
三
度
二
〇
分
〇
一
秒
、
一

六
三
ｍ
の
地
点

〇13
の
地
点

〇12
の
地
点
か
ら
一
九
九
度
一
一
分
五
三
秒
、
一

二
四
ｍ
の
地
点

〇14
の
地
点

〇13
の
地
点
か
ら
二
一
八
度
〇
五
分
五
七
秒
、
一

七
七
ｍ
の
地
点

〇15
の
地
点

〇14
の
地
点
か
ら
二
三
二
度
一
六
分
一
六
秒
、
一
四

三
〇
ｍ
の
地
点

〇16
の
地
点

〇15
の
地
点
か
ら
二
三
三
度
一
八
分
三
九
秒
、
六

〇
三
ｍ
の
地
点

〇17
の
地
点

〇16
の
地
点
か
ら
二
三
三
度
四
六
分
一
三
秒
、
八

〇
七
ｍ
の
地
点

〇18
の
地
点

〇17
の
地
点
か
ら
二
三
八
度
一
八
分
二
三
秒
、
八

一
九
ｍ
の
地
点

〇19
の
地
点

〇18
の
地
点
か
ら
二
四
三
度
二
八
分
一
一
秒
、
五

一
五
ｍ
の
地
点

〇20
の
地
点

〇19
の
地
点
か
ら
二
五
〇
度
二
七
分
四
七
秒
、
六

〇
〇
ｍ
の
地
点

〇21
の
地
点

〇20
の
地
点
か
ら
二
五
六
度
四
七
分
五
三
秒
、
八

三
三
ｍ
の
地
点

〇22
の
地
点

〇21
の
地
点
か
ら
二
六
四
度
一
八
分
五
九
秒
、
六

三
一
ｍ
の
地
点

〇23
の
地
点

〇22
の
地
点
か
ら
二
七
八
度
三
六
分
〇
七
秒
、
二

一
一
ｍ
の
地
点

〇24
の
地
点

〇23
の
地
点
か
ら
三
〇
〇
度
三
六
分
五
八
秒
、
一

二
七
ｍ
の
地
点

〇25
の
地
点

〇24
の
地
点
か
ら
三
三
三
度
四
一
分
一
三
秒
、
一

六
三
ｍ
の
地
点

〇26
の
地
点

〇25
の
地
点
か
ら
三
四
六
度
五
八
分
一
〇
秒
、
一

九
一
ｍ
の
地
点

〇27
の
地
点

〇26
の
地
点
か
ら
二
六
七
度
五
二
分
一
九
秒
、
六

〇
三
ｍ
の
地
点

〇28
の
地
点

〇27
の
地
点
か
ら
三
五
七
度
四
九
分
二
六
秒
、
〇

五
〇
ｍ
の
地
点

〇29
の
地
点

〇28
の
地
点
か
ら
二
六
七
度
五
二
分
〇
五
秒
、
六
三

〇
三
ｍ
の
地
点

〇30
の
地
点

〇29
の
地
点
か
ら
三
二
二
度
〇
二
分
一
七
秒
、
一

八
五
ｍ
の
地
点

〇31
の
地
点

〇30
の
地
点
か
ら
二
三
〇
度
四
六
分
〇
一
秒
、
〇

五
〇
ｍ
の
地
点

〇32
の
地
点

〇31
の
地
点
か
ら
三
二
〇
度
四
八
分
一
一
秒
、
一

三
五
ｍ
の
地
点

（ ）3

面
積

一
、
四
七
一

四
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

海
岸
保
全
施
設
用
地

五

免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

平
成
十
一
年
一
月
十
三
日

漁
港
第
二
五
号
の
四

六

閲
覧
場
所

島
根
県
農
林
水
産
部
漁
港
課
、
隠
岐
支
庁
水
産
局
及
び
西
郷
町
役
場

島
根
県
告
示
第
二
百
十
二
号

平
成
十
四
年
島
根
県
告
示
第
九
百
十
八
号
で
告
示
し
た
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
、
大
規
模
小

売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
松
江
市
か
ら
意
見
を
聴

取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
告
示
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
十
一
日

平成15年 3 月11日 第1,451号島 根 県 報
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島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

み
し
ま
や
学
園
店

島
根
県
松
江
市
学
園
二
丁
目
三
四
番
六
号

二

意
見
の
概
要

1

施
設
管
理
体
制
の
充
実
等
に
よ
り
、
暴
走
族
対
策
及
び
青
少
年
の
健
全
育
成
に
配
慮
す
る
こ
と
。

2

夜
間
に
お
け
る
騒
音
の
抑
制
に
努
め
る
こ
と
。

三

縦
覧
場
所

松
江
市
商
工
課
（
松
江
市
末
次
町
八
六
番
地
）

四

縦
覧
期
間

告
示
の
日
か
ら
一
月
間

島
根
県
告
示
第
二
百
十
三
号

道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
十
五
日
間
島
根
県
土
木
部
道
路
整
備
課
及
び
当
該
道
路
を
管
轄
す

る
隠
岐
支
庁
、
土
木
建
築
事
務
所
又
は
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
十
一
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

平成15年 3 月11日 第1,451号島 根 県 報

道

路

の

区

域

道
路
の
種
類

路

線

名

管
轄
す
る
隠
岐
支
庁
、

土
木
建
築
事
務
所
又
は

土
木
事
務
所
の
名
称

備

考

区

間

変
更
前

後
の
別

敷

地

の

幅

員

延

長

前

メ
ー
ト
ル

七

〇
〇
〜

四
一

〇
〇

メ
ー
ト
ル

二
二
五

〇
〇

道
路
改
良
工
事

隠
岐
郡
西
ノ
島
町
大
字
浦
郷
字
タ
ヤ
三
番
一
〇
地
先
か

ら
同
大
字
字
タ
ヤ
サ
キ
二
一
番
七
地
先
ま
で

減
幅

後

七

〇
〇
〜

三
八

〇
〇

二
二
五

〇
〇

仮
設
道
撤
去

一
般
国
道

四
百
八
十
五
号

Ａ

六

〇
〇
〜

二
一

三
〇

五
五

〇
〇

隠

岐

支

庁

〃

前

隠
岐
郡
西
ノ
島
町
大
字
浦
郷
字
タ
ヤ
サ
キ
二
一
番
七
地

先
か
ら
同
字
三
三
番
一
地
先
ま
で

Ｂ

七

〇
〇
〜九

四
〇

六
五

〇
〇

上
記
の
Ａ
及
び
Ｂ
は
関
係

図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の

区
分
を
い
う
。

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ
解
消

後

Ｂ

六

〇
〇
〜

二
一

三
〇

五
五

〇
〇

仮
設
道
撤
去

前

一
二

〇
〇
〜

二
六

〇
〇

三
三

〇
〇

〃

〃

四
百
三
十
二
号

能
義
郡
広
瀬
町
梶
福
留
二
一
〇
八
番
六
地
先
か
ら
同
町

二
一
〇
八
番
七
地
先
ま
で

広
瀬
土
木
事
務
所

減
幅

後

一
二

〇
〇
〜

一
五

〇
〇

三
三

〇
〇

不
用
物
件
発
生
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島
根
県
告
示
第
二
百
十
四
号

道
路
の
供
用
を
次
の
よ
う
に
開
始
す
る
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
十
五
日
間
島
根
県
土
木
部
道
路
整
備
課
及
び
当
該
道
路
を
管
轄
す

る
土
木
建
築
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
十
一
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

平成15年 3 月11日 第1,451号島 根 県 報

前

一
〇

〇
〇
〜

一
四

〇
〇

四
四
二

〇
〇

〃

〃

二
百
六
十
一
号

邑
智
郡
桜
江
町
大
字
坂
本
一
九
一
三
番
一
五
地
先
か
ら

同
大
字
一
九
七
一
番
一
一
地
先
ま
で

川
本
土
木
建
築
事
務
所

〃

後

一
〇

〇
〇

四
四
二

〇
〇

不
用
物
件
発
生

前

四

〇
〇
〜

二
六

〇
〇

六
五
八

〇
〇

〃

県

道

下
横
田
出
雲
三
成

停
車
場
線

仁
多
郡
横
田
町
大
字
大
谷
七
一
〇
番
三
地
先
か
ら
同
大

字
一
四
三
〇
番
八
〇
地
先
ま
で

仁
多
土
木
事
務
所

後

一
〇

〇
〇
〜

五
三

〇
〇

六
五
八

〇
〇

拡
幅

前

一
二

〇
〇
〜

一
九

〇
〇

一
七
二

〇
〇

〃

〃

斐
川
出
雲
大
社
線

簸
川
郡
斐
川
町
大
字
富
村
八
一
二
番
一
地
先
か
ら
同
大

字
七
一
六
番
地
先
ま
で

出
雲
土
木
建
築
事
務
所

後

一
四

〇
〇
〜

二
二

〇
〇

一
七
二

〇
〇

〃

前

一
〇

〇
〇

八
二

〇
〇

〃

〃

市
木
井
原
線

邑
智
郡
石
見
町
大
字
矢
上
一
九
一
二
番
一
地
先
か
ら
同

大
字
一
九
〇
二
番
四
地
先
ま
で

後

一
〇

〇
〇
〜

一
七

〇
〇

八
二

〇
〇

〃

前

Ａ

四

〇
〇
〜

二
三

〇
〇

一
三
一

〇
〇

川
本
土
木
建
築
事
務
所

〃上
記
の
Ａ
及
び
Ｂ
は
関
係

図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の

区
分
を
い
う
。

〃

宇
都
井
阿
須
那
線

邑
智
郡
羽
須
美
村
大
字
宇
都
井
一
一
七
四
番
二
地
先
か

ら
同
大
字
一
一
四
九
番
一
地
先
ま
で

Ａ

四

〇
〇
〜

二
三

〇
〇

一
三
一

〇
〇

後

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

Ｂ

一
〇

〇
〇
〜

一
五

〇
〇

四
五

〇
〇

仮
設
道
設
置



（ 8 ）

島
根
県
告
示
第
二
百
十
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十

号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
十
一
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

道
路
の
位
置

隠
岐
郡
西
郷
町
大
字
飯
田
字
立
石
六
番
一
一
の
一
部
、

同

六
番
一
二
の
一
部
、

同

六
番
二
一
、

同

六
番
二
二
、

同

六
番
二
三
、

同

六
番
二
五
、

隠
岐
郡
西
郷
町
大
字
飯
田
字
有
田
二
七
番
一
の
一
部
、

隠
岐
郡
西
郷
町
大
字
飯
田
字
立
石
六
番
一
二
地
先
、

同

六
番
二
二
地
先

二

道
路
の
幅
員

七

〇
メ
ー
ト
ル
〜
一
二

六
メ
ー
ト
ル

三

道
路
の
延
長

七
六
七

九
三
メ
ー
ト
ル

四

位
置
標
示
方
法

別
紙
図
面
図
示
位
置
に
道
路
側
溝
並
び
に
境
界
鋲
を
設
置
し
て
標
示
す
る
。

五

指
定
の
年
月
日
及
び
番
号

平
成
十
五
年
二
月
二
十
八
日

第

五

号

備
考別

紙
図
面
は
、
隠
岐
支
庁
土
木
建
築
局
及
び
西
郷
町
役
場
に
備
え
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

島
根
県
告
示
第
二
百
十
六
号

島
根
県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
等
（
昭
和
五
十
七
年
島
根
県
告
示
第
四
百
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
十
一
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

第
三
号
の
表
出
雲
信
用
組
合
の
項
中
「
東
支
店

出
雲
市
大
津
町
」
を

「
東
支
店

出
雲
市
中
野
町
」
に
改
め
る
。

平成15年 3 月11日 第1,451号島 根 県 報

道
路
の
種
類

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

延

長

供
用
開
始
年
月
日

管
轄
す
る
土
木
建
築
事

務
所
の
名
称

備

考

県

道

本
庄
福
富
松
江
線

松
江
市
大
井
町
字
堤
七
七
二
番
一
地
先
か
ら
同
町
八
〇

〇
番
一
地
先
ま
で

メ
ー
ト
ル

二
八
〇

〇
〇

平
成
十
五
年
三
月
十

一
日

松
江
土
木
建
築
事
務
所

〃

三
刀
屋
木
次
イ
ン

タ
ー
線

飯
石
郡
三
刀
屋
町
大
字
下
熊
谷
八
五
三
番
一
地
先
か
ら

同
大
字
二
〇
二
三
番
四
地
先
ま
で

一
二
八

七
〇

平
成
十
五
年
三
月
十

六
日

木
次
土
木
建
築
事
務
所

〃

宇
都
井
阿
須
那
線

邑
智
郡
羽
須
美
村
大
字
宇
都
井
一
一
四
九
番
一
地
先
か

ら
同
大
字
七
七
番
一
地
先
ま
で

一
一
〇

〇
〇

平
成
十
五
年
三
月
十

一
日

川
本
土
木
建
築
事
務
所

〃

〃

邑
智
郡
羽
須
美
村
大
字
宇
都
井
一
一
七
四
番
二
地
先
か

ら
同
大
字
一
一
四
九
番
一
地
先
ま
で

四
五

〇
〇

〃

〃



（ 9 ）

公

告

平
成
十
四
年
度
島
根
県
家
畜
人
工
授
精
師
養
成
講
習
会
（
家
畜
人
工
授
精
に
関
す
る
講
習
会
）
修
業
試

験
の
合
格
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
五
年
三
月
十
一
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

石
橋

篤

石
原

誠

小
村
浩
一
朗

勝
田

有
紀

勝
部

雅
子

松
本

正
樹

公

安

委

員

会

規

則
島
根
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
15年

3
月
11日

島
根
県
公
安
委
員
会
委
員
長

古
章

島
根
県
公
安
委
員
会
規
則
第
3
号

島
根
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

島
根
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
55年
島
根
県
公
安
委
員
会
規
則
第
4
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
16条
第
2
項
中
第
3
号
を
第
4
号
と
し
、
第
2
号
を
第
3
号
と
し
、
第
1
号
の
次
に
次
の
1
号
を
加

え
る
。

（
2）
運
転
管
理
経
歴
証
明
書
（
様
式
第
18号
の
3
）

様
式
第
18号
及
び
様
式
第
18号
の
2
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成15年 3 月11日 第1,451号島 根 県 報



（10）

様式第18号（第16条関係）

様式第18号の 2（第16条関係）

平成15年 3 月11日 第1,451号島 根 県 報



（11）

様
式
第
18号
の
3
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。

様式第18号の 3（第15条関係）

平成15年 3 月11日 第1,451号島 根 県 報



（12）
附
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
15年

3
月
17日
か
ら
施
行
す
る
。

正

誤

平
成
十
三
年
九
月
二
十
日
付
け
島
根
県
報
号
外
第
八
五
号
中
に
誤
り
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
よ
う
に
訂

正
す
る
。

平
成
十
四
年
九
月
二
十
日
付
け
島
根
県
報
号
外
第
九
七
号
中
に
誤
り
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
よ
う
に
訂

正
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
十
一
日
印
刷

平
成
十
五
年
三
月
十
一
日
発
行

発
行
者

島

根

県

発
行
所

印

刷

松
江
市
殿
町

松
江
市
学
園
南

島

根

県

庁

松
陽
印
刷
所

定
価
一
箇
月

金
二
千
四
百
二
十
円
（
送
料
共
）

毎
週
火

金
曜
日
発
行

平成15年 3 月11日 第1,451号島 根 県 報

ペ
ー
ジ

箇

所

誤

正

十
二

表

大
東
（
県
）－
1

の
項
中

○ 都
（
70.400）

○ 都
１
住
居

（
60.200）

ペ
ー
ジ

箇

所

誤

正

十
二

表

大
東
（
県
）－

1

の
項
中

○ 都
（
70.400）

○ 都
１
住
居

（
60.200）


